
令 和 ２ 年 （ ２ ０ ２ ０ 年 ） １ ２ 月 ４ 日

教 育 委 員 会 資 料

教 育 委 員 会 事 務 局 指 導 室

教育長の臨時代理による事務処理について

令和２年１１月２０日の教育委員会において、教育長の臨時代理による事務処理の指示を受けた

件について、次のとおり臨時代理により事務処理を行ったため、中野区教育委員会の権限に属する

事務の臨時代理に関する規則第３条第２項の規定に基づき報告する。

１ 案件

（１）中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部改正手続

（２）中野区立小学校及び中学校教育職員の給与に関する条例の一部改正手続

２ 事務処理経過

１１月２０日 ・教育長の臨時代理による各条例の一部改正手続の決定

・区議会への議案提出依頼

１１月３０日 ・区議会で議案の審議及び可決

・一部改正条例の公布

３ 条例改正の主な内容

（１）中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例

期末手当の改定

公布日改定分

(一般職員) 12 月支給分を給与月額の 100 分の 120 から 100 分の 115 に改定

（年間支給額 100 分の 260 から 100 分の 255 に改定）

(管理職) 12 月支給分を給与月額の 100 分の 100 から 100 分の 95 に改定

（年間支給額 100 分の 220 から 100 分の 215 に改定）

(再任用一般) 12 月支給分を給与月額の 100 分の 70から 100 分の 65 に改定

（年間支給額 100 分の 145 から 100 分の 140 に改定）

(再任用管理職)12 月支給分を給与月額の 100 分の 60から 100 分の 55 に改定

（年間支給額 100 分の 125 から 100 分の 120 に改定）

令和３年４月１日改定分

(一般職員) ６月支給分を給与月額の 100 分の 115 から 100 分の 112.5 に改定

12 月支給分を給与月額の 100 分の 115 から 100 分の 117.5 に改定

(管理職) ６月支給分を給与月額の 100 分の 95 から 100 分の 92.5 に改定

12 月支給分を給与月額の 100 分の 95から 100 分の 97.5 に改定

(再任用一般) ６月支給分を給与月額の 100 分の 65 から 100 分の 62.5 に改定

12 月支給分を給与月額の 100 分の 65から 100 分の 67.5 に改定



(再任用管理職)６月支給分を給与月額の 100 分の 55 から 100 分の 52.5 に改定

12 月支給分を給与月額の 100 分の 55から 100 分の 57.5 に改定

※改正文及び新旧対照表は別紙１及び別紙２

（２）中野区立小学校及び中学校教育職員の給与に関する条例

期末手当の改定

公布日改定分

12 月支給分を給与月額の 100 分の 120 から 100 分の 115 に改定

（年間支給額 100 分の 260 から 100 分の 255 に改定）

令和３年４月１日改定分

６月支給分を給与月額の 100 分の 115 から 100 分の 112.5 に改定

12 月支給分を給与月額の 100 分の 115 から 100 分の 117.5 に改定

※改正文及び新旧対照表は別紙３及び別紙４



別紙１

中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例

第１条 中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例（平成１２年中

野区条例第１４号）の一部を次のように改正する。

第２７条第２項中「６月に支給する場合においては１００分の１

１５、１２月に支給する場合においては１００分の１２０」を「６

月及び１２月に支給する場合においては１００分の１１５」に改

め、同項ただし書中「６月に支給する場合においては１００分の９

５、１２月に支給する場合においては１００分の１００」を「６月

及び１２月に支給する場合においては１００分の９５」に改め、同

条第３項中「１００分の１２０」とあるのは「１００分の７０」

と、「１００分の９５、１２月に支給する場合においては１００分

の１００」とあるのは「１００分の５５、１２月に支給する場合に

おいては１００分の６０」を「１００分の９５」とあるのは「１０

０分の５５」に改める。

第２条 中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を次のよ

うに改正する。

第２７条第２項中「６月及び１２月に支給する場合においては１

００分の１１５」を「６月に支給する場合においては１００分の１

１２．５、１２月に支給する場合においては１００分の１１７．

５」に改め、同項ただし書中「６月及び１２月に支給する場合にお

いては１００分の９５」を「６月に支給する場合においては１００

分の９２．５、１２月に支給する場合においては１００分の９７．

５」に改め、同条第３項中「１００分の１１５」とあるのは「１０

０分の６５」と、「１００分の９５」とあるのは「１００分の５

５」を「１００分の１１２．５」とあるのは「１００分の６２．



別紙１

５」と、「１００分の１１７．５」とあるのは「１００分の６７．

５」と、「１００分の９２．５」とあるのは「１００分の５２．

５」と、「１００分の９７．５」とあるのは「１００分の５７．

５」に改める。

附 則

この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和３年

４月１日から施行する。



別紙２

【第１条関係】中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例新旧対照表

【第２条関係】中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例新旧対照表

改正案 現行

第１条～第２６条 （略） 第１条～第２６条 （略）

（期末手当） （期末手当）

第２７条 （略） 第２７条 （略）

２ 期末手当の額は、職員の給与月額に、３月に支

給する場合においては１００分の２５、６月及び

１２月に支給する場合においては１００分の１

１５を乗じて得た額に、教育委員会規則で定める

支給割合を乗じて得た額とする。ただし、第１０

条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職

員の期末手当の額は、職員の給与月額に、３月に

支給する場合においては１００分の２５、６月及

び１２月に支給する場合においては１００分の

９５を乗じて得た額に、教育委員会規則で定める

支給割合を乗じて得た額とする。

２ 期末手当の額は、職員の給与月額に、３月に支

給する場合においては１００分の２５、６月に支

給する場合においては１００分の１１５、１２月

に支給する場合においては１００分の１２０を

乗じて得た額に、教育委員会規則で定める支給割

合を乗じて得た額とする。ただし、第１０条の規

定に基づき管理職手当の支給を受ける職員の期

末手当の額は、職員の給与月額に、３月に支給す

る場合においては１００分の２５、６月に支給す

る場合においては１００分の９５、１２月に支給

する場合においては１００分の１００を乗じて

得た額に、教育委員会規則で定める支給割合を乗

じて得た額とする。

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用につい

ては、同項中「１００分の２５」とあるのは「１

００分の１０」と、「１００分の１１５」とある

のは「１００分の６５」と、「１００分の９５」

とあるのは「１００分の５５」とする。

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用につい

ては、同項中「１００分の２５」とあるのは「１

００分の１０」と、「１００分の１１５」とある

のは「１００分の６５」と、「１００分の１２０」

とあるのは「１００分の７０」と、「１００分の

９５、１２月に支給する場合においては１００分

の１００」とあるのは「１００分の５５、１２月

に支給する場合においては１００分の６０」とす

る。

４～６ （略） ４～６ （略）

第２８条～第３４条 （略） 第２８条～第３４条 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）

別表第１～別表第３ （略） 別表第１～別表第３ （略）

改正案 第１条による改正後

第１条～第２６条 （略） 第１条～第２６条 （略）

（期末手当） （期末手当）

第２７条 （略） 第２７条 （略）

２ 期末手当の額は、職員の給与月額に、３月に支 ２ 期末手当の額は、職員の給与月額に、３月に支



別紙２

附 則

この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和３年４月１日から施行する。

給する場合においては１００分の２５、６月に支

給する場合においては１００分の１１２．５、１

２月に支給する場合においては１００分の１１

７．５を乗じて得た額に、教育委員会規則で定め

る支給割合を乗じて得た額とする。ただし、第１

０条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける

職員の期末手当の額は、職員の給与月額に、３月

に支給する場合においては１００分の２５、６月

に支給する場合においては１００分の９２．５、

１２月に支給する場合においては１００分の９

７．５を乗じて得た額に、教育委員会規則で定め

る支給割合を乗じて得た額とする。

給する場合においては１００分の２５、６月及び

１２月に支給する場合においては１００分の１

１５を乗じて得た額に、教育委員会規則で定める

支給割合を乗じて得た額とする。ただし、第１０

条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職

員の期末手当の額は、職員の給与月額に、３月に

支給する場合においては１００分の２５、６月及

び１２月に支給する場合においては１００分の

９５を乗じて得た額に、教育委員会規則で定める

支給割合を乗じて得た額とする。

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用につい

ては、同項中「１００分の２５」とあるのは「１

００分の１０」と、「１００分の１１２．５」と

あるのは「１００分の６２．５」と、「１００分

の１１７．５」とあるのは「１００分の６７．５」

と、「１００分の９２．５」とあるのは「１００

分の５２．５」と、「１００分の９７．５」とあ

るのは「１００分の５７．５」とする。

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用につい

ては、同項中「１００分の２５」とあるのは「１

００分の１０」と、「１００分の１１５」とある

のは「１００分の６５」と、「１００分の９５」

とあるのは「１００分の５５」とする。

４～６ （略） ４～６ （略）

第２８条～第３４条 （略） 第２８条～第３４条 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）

別表第１～別表第３ （略） 別表第１～別表第３ （略）



別紙３

中野区立小学校及び中学校教育職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例

第１条 中野区立小学校及び中学校教育職員の給与に関する条例（平

成２９年中野区条例第３８号）の一部を次のように改正する。

第２０条第２項中「６月に支給する場合においては１００分の１

１５、１２月に支給する場合においては１００分の１２０」を「６

月及び１２月に支給する場合においては１００分の１１５」に改め

る。

第２条 中野区立小学校及び中学校教育職員の給与に関する条例の一

部を次のように改正する。

第２０条第２項中「６月及び１２月に支給する場合においては１

００分の１１５」を「６月に支給する場合においては１００分の１

１２．５、１２月に支給する場合においては１００分の１１７．

５」に改める。

附 則

この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和３年

４月１日から施行する。



別紙４

【第１条関係】中野区立小学校及び中学校教育職員の給与に関する条例新旧対照表

【第２条関係】中野区立小学校及び中学校教育職員の給与に関する条例新旧対照表

附 則

この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和３年４月１日から施行する。

改正案 現行

第１条～第１９条 （略） 第１条～第１９条 （略）

（期末手当） （期末手当）

第２０条 （略） 第２０条 （略）

２ 期末手当の額は、職員の給与月額に、３月に支

給する場合においては１００分の２５、６月及び

１２月に支給する場合においては１００分の１

１５を乗じて得た額に、教育委員会規則で定める

支給割合を乗じて得た額とする。

２ 期末手当の額は、職員の給与月額に、３月に支

給する場合においては１００分の２５、６月に支

給する場合においては１００分の１１５、１２月

に支給する場合においては１００分の１２０を

乗じて得た額に、教育委員会規則で定める支給割

合を乗じて得た額とする。

３・４ （略） ３・４ （略）

第２１条～第２６条 （略） 第２１条～第２６条 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）

別表第１～別表第３ （略） 別表第１～別表第３ （略）

改正案 第１条による改正後

第１条～第１９条 （略） 第１条～第１９条 （略）

（期末手当） （期末手当）

第２０条 （略） 第２０条 （略）

２ 期末手当の額は、職員の給与月額に、３月に支

給する場合においては１００分の２５、６月に支

給する場合においては１００分の１１２．５、１

２月に支給する場合においては１００分の１１

７．５を乗じて得た額に、教育委員会規則で定め

る支給割合を乗じて得た額とする。

２ 期末手当の額は、職員の給与月額に、３月に支

給する場合においては１００分の２５、６月及び

１２月に支給する場合においては１００分の１

１５を乗じて得た額に、教育委員会規則で定める

支給割合を乗じて得た額とする。

３・４ （略） ３・４ （略）

第２１条～第２６条 （略） 第２１条～第２６条 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）

別表第１～別表第３ （略） 別表第１～別表第３ （略）


